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○ 取扱い 

 骨粗鬆症に対する D008「26」骨型アルカリホスファターゼ（BAP）の

算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 BAP は、アルカリホスファターゼ・アイソザイムのうち、骨由来のもの

で骨の形成を担う骨芽細胞の細胞膜酵素であり、骨粗鬆症においては、病

態解明や治療薬の選択、治療効果の判定等に有用な骨代謝マーカーの一つ

である。 

 以上のことから、骨粗鬆症に対する当該検査の算定は、原則として認め

られると判断した。 

 


